
大

分

県

訓

令

甲

第

十

五

号

本

庁

地

方

機

関

大

分

県

建

設

工

事

検

査

規

程

（

平

成

十

六

年

大

分

県

訓

令

甲

第

二

十

四

号

）

を

次

の

よ

う

に

改

訂

す

る

。

平

成

二

十

三

年

十

月

二

十

一

日

大

分

県

知

事

広

瀬

勝

貞

大

分

県

建

設

工

事

検

査

規

程

（

趣

旨

）

第

一

条

こ

の

規

程

は

、

土

木

建

築

部

及

び

農

林

水

産

部

に

お

い

て

施

工

す

る

建

設

工

事

（

以

下

「

工

事

」

と

い

う

。
）

の

検

査

の

実

施

に

つ

い

て

、

地

方

自

治

法

施

行

令

（

昭

和

二

十

二

年

政

令

第

十

六

号

）

及

び

大

分

県

契

約

事

務

規

則

（

昭

和

三

十

九

年

大

分

県

規

則

第

二

十

二

号

。

以

下

「

規

則

」

と

い

う

。
）

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

（

検

査

の

種

類

）

第

二

条

検

査

の

種

類

は

、

完

成

検

査

、

出

来

形

確

認

（

部

分

払

又

は

部

分

引

渡

し

の

た

め

の

出

来

形

部

分

の

確

認

を

い

う

。
）

及

び

中

間

検

査

と

す

る

。

（

検

査

員

）

第

三

条

検

査

は

、

土

木

建

築

部

建

設

政

策

課

工

事

検

査

室

長

又

は

地

方

機

関

の

長

（

以

下

「

工

事

検

査

室

長

等

」

と

い

う

。
）

が

命

じ

る

職

員

が

行

う

。

（

検

査

の

立

会

い

）

第

四

条

検

査

を

実

施

す

る

と

き

は

、

受

注

者

（

法

人

の

場

合

に

あ

っ

て

は

、

そ

の

代

表

者

。

以

下

同

じ

。
）

又

は

現

場

代

理

人

の

ほ

か

、

主

任

技

術

者

等

（

主

任

技

術

者

又

は

監

理

技

術

者

そ

の

他

必

要

な

専

門

技

術

者

を

い

う

。

以

下

同

じ

。
）

を

立

ち

会

わ

せ

る

も

の

と

す

る

。

（

検

査

の

方

法

）

第

五

条

検

査

員

は

、

工

事

が

、

そ

の

契

約

書

及

び

設

計

図

書

（

別

冊

の

図

面

、

仕

様

書

、

現

場

説

明

書

及

び

現

場

説

明

に

対

す

る

質

問

回

答

書

を

い

う

。

以

下

同

じ

。
）

に

基

づ

き

適

正

に

施

工

さ

れ

た

か

ど

う

か

を

、

当

該

工

事

の

施

工

体

制

、



施

工

状

況

、

出

来

形

及

び

出

来

ば

え

に

つ

い

て

厳

正

か

つ

公

平

に

検

査

を

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

検

査

の

中

止

）

第

六

条

検

査

員

は

、

検

査

の

実

施

に

あ

た

り

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

検

査

を

中

止

す

る

と

と

も

に

、

直

ち

に

検

査

を

命

じ

た

工

事

検

査

室

長

等

に

そ

の

旨

を

報

告

し

、

そ

の

指

示

を

受

け

る

も

の

と

す

る

。

一

受

注

者

又

は

現

場

代

理

人

及

び

主

任

技

術

者

等

が

検

査

員

の

指

示

に

従

わ

ず

検

査

の

実

施

が

困

難

で

あ

る

と

き

。

二

工

事

の

施

工

状

況

が

設

計

図

書

と

著

し

く

相

違

し

、

検

査

の

実

施

が

困

難

で

あ

る

と

き

。

三

前

二

号

に

規

定

す

る

も

の

の

ほ

か

、

検

査

す

る

こ

と

が

不

適

当

と

認

め

る

と

き

。

（

検

査

結

果

の

処

理

）

第

七

条

検

査

員

は

、

検

査

の

結

果

、

工

事

目

的

物

又

は

出

来

形

部

分

が

契

約

書

及

び

設

計

図

書

に

適

合

す

る

と

認

め

る

場

合

は

、

規

則

に

定

め

る

検

査

調

書

を

作

成

し

、

契

約

担

当

者

に

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

２

検

査

員

は

、

検

査

の

結

果

、

工

事

目

的

物

又

は

出

来

形

部

分

が

契

約

書

及

び

設

計

図

書

に

適

合

し

な

い

と

認

め

る

場

合

は

、

検

査

を

命

じ

た

工

事

検

査

室

長

等

に

そ

の

検

査

結

果

を

報

告

し

、

当

該

検

査

を

命

じ

た

工

事

検

査

室

長

等

は

、

そ

の

報

告

に

基

づ

い

て

契

約

担

当

者

に

検

査

結

果

を

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

修

補

の

終

了

検

査

）

第

八

条

修

補

の

終

了

に

係

る

検

査

に

つ

い

て

は

、

第

四

条

か

ら

前

条

ま

で

の

規

定

を

準

用

す

る

。

（

検

査

の

復

命

）

第

九

条

検

査

員

は

、

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

検

査

調

書

を

交

付

し

た

と

き

若

し

く

は

同

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

検

査

結

果

を

報

告

し

た

と

き

又

は

前

条

の

規

定

に

お

い

て

準

用

す

る

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

検

査

調

書

を

交

付

し

た

と

き

若

し

く

は

同

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

検

査

結

果

を

報

告

し

た

と

き

は

、

速

や

か

に

検

査

を

命

じ

た

工

事

検

査

室

長

等

に

復

命

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

建

設

工

事

検

査

委

員

会

）



第

十

条

第

七

条

第

二

項

の

通

知

を

受

け

た

契

約

担

当

者

の

求

め

に

応

じ

、

当

該

工

事

に

つ

い

て

講

ず

べ

き

修

補

等

の

措

置

に

関

し

審

議

を

行

う

た

め

、

土

木

建

築

部

に

建

設

工

事

検

査

委

員

会

（

以

下

「

委

員

会

」

と

い

う

。
）

を

置

く

。

２

委

員

会

の

組

織

、

運

営

そ

の

他

必

要

な

事

項

は

、

土

木

建

築

部

長

が

別

に

定

め

る

。

（

委

任

）

第

十

一

条

こ

の

規

程

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

検

査

の

実

施

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

土

木

建

築

部

長

が

別

に

定

め

る

。

附

則

こ

の

訓

令

は

、

公

示

の

日

か

ら

施

行

す

る

。


